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１．再処理工場のしくみ 
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・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備　等

・分離設備
・分配設備　等

・高レベル廃液
  ガラス固化設備　等

・ウラン精製設備
・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ精製設備　等

・ウラン脱硝設備　等

・ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合
     脱硝設備　等

前処理建屋 分離建屋 精製建屋

高レベル廃液
ガラス固化建屋

ウラン脱硝建屋

ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋

燃料せん断片の
溶解

ガラス固化体

核分裂生成物
の分離

ｳﾗﾝとﾌﾟﾙﾄﾆ
ｳﾑの分離

ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑの精製

ｳﾗﾝの精製

製
品
貯
蔵

製
品
貯
蔵

使用済燃料受入れ
・貯蔵建屋

使
用
済
燃
料

・使用済燃料貯蔵
  プール 　等

低レベル廃棄物
処理建屋

低レベル廃液
処理建屋

分析建屋

制御建屋

非常用電
源建屋

・非常用ディーゼ
　ル発電機　等

・低レベル廃液
  処理設備　等

・低レベル固体廃棄物
  処理設備　等

ドラム缶

・中央制御室　等 分析試料

・分析設備　等

主排気筒

主排気筒 

  

・ 当社再処理工場では、安全確保を第一として、 

① 安全設計の考え方 

② 国による段階的な安全確認 

③ 段階的な試験運転 

④ 運転員の教育・訓練 

⑤ 先行施設のトラブル情報等の反映 

などの方策に取り組んでいます。 

・ 本資料は、これらの取り組みに加え、今後、
再処理工場で発生が予想されるトラブル等に
関して、具体的な事例とその対応や公表の考
え方等、対応の基本的な考え方についてとり
まとめました。 

はじめに 再処理工場は、化学薬品（硝酸、油等）を用いて、使用済燃料を処理します 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．安全確保への取り組み 
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COGEMA社、旧BNFL社（現 英国原子力ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｾﾗﾌｨｰﾙﾄﾞ）、旧核燃料サイクル開発機構（JNC）

（現 日本原子力研究開発機構）等でのトラブル等の情報を入手し、安全性、安定操業の観

点から設備、運転手順へ継続的に反映しています。 
 

先行施設のトラブル情報等の反映 ３

入手情報 

約１５３０件

・COGEMA社 

・旧BNFL社 

・旧JNC  等

 

設備・運転手順 

へ反映 

約９００件 
今後の試験結果も踏まえ 

ながら、運転手順に反映 

約２０件 

アクティブ試験開始までに 

必要な反映は全て終了 

約８８０件 

反映検討※ 

※再処理工場に該当設備がないものなどは反映不要としました。 

 設備の設計や建設及び運転手順の作成にあたっては、法令に基づき関連する許
認可申請を行い、国が安全確認を実施しています。当社の活動と国による安全確
認の流れは以下のとおりです。 

・設備 
[基本設計]→＜安全審査＞→[詳細設計]→＜設計及び工事の方法の認可＞  
→[建設]→＜使用前検査＞→［操業］→＜施設定期検査＞ 

・運転手順 
[保安規定(運転手順等)]→＜保安規定の認可＞→[保安規定の遵守] 
→＜保安検査＞ 

 
(注) [  ]：当社の活動   ＜  ＞：国による確認 

国による段階的な安全確認 ２

 再処理工場では、放射性物質を取り扱うことから、原子力発電所と同様に多

重防護の考え方を取り入れた設計を行っています。 
なお、再処理工場は、放射性物質を取り扱うものの、原子力発電所とは異な

り核分裂反応による臨界を利用して電気を起こすための施設ではなく、化学薬

品等を用いてウラン、プルトニウムを回収するための施設です。 
 
・多重防護の考え方： 
－ 異常（機械の故障や人のミス）を未然に防止（余裕ある設計 等） 
－ 異常を拡大させない（自動停止装置 等） 
－ 工場外への影響を最小限にする（放射性物質の除去装置 等） 

 
・施設の設計段階において考慮すべき事項：臨界、漏えい、火災・爆発、 

電源喪失、地震、航空機落下等 

安全設計の考え方 １

 トラブル等が発生した場合は、原因究明、再発防止対策等を検討し、適切に対処することが重要で

す。このため、トラブル等の発生をきっかけとして、より良い施設・設備とする取り組みを継続する

ことで、品質の向上を図っています。（別紙１参照） 
また、内部及び第三者監査機関による監査を受け、適切な管理がなされていることを確認していま

す。 

トラブル等発生時の対応 ５

試験運転は機器の動作や性能の確認、不具合の早期発見と手直し、運転員の技術力の向上、
手順書の充実を目的としています。また、使用する物質を段階的に操業状態へ近づけながら
試験運転を実施します。 
通水作動試験  →   化学試験  →   ウラン試験   →  アクティブ試験  →  操業運転 
（水、空気、蒸気）   （硝酸等の化学薬品）   （ウラン）      （使用済燃料） 

平成13年開始    平成14年開始    平成16年開始     平成18年開始    平成19年開始予定

また、運転員は各試験運転に加え、国内外の再処理工場、当社運転訓練施設等で教育訓練
を受けています（今後も継続的に教育訓練を実施）。 

段階的な試験運転 ４



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２－１．安全設計の考え方 

 
・安全設計の基本方針は安全確保（多重防護）の考え方にあります。 
・多重防護の考え方とは必要に応じて以下のような対策を講じることをいい、仮に、

ある対策が効果を発揮できなくても、更なる念のための対策が効果を発揮できる

ようにするものです。 
 
① 異常の発生防止 
② 仮に異常が発生したとしてもその波及、拡大の抑制 
③ 異常が拡大して事故に至ると仮定した場合の影響緩和 

安全確保（多重防護）の考え方 １

・ウラン、プルトニウムが多量に集まる 
ことを防ぐとともに、核分裂を引き起 
こす中性子を取り除いたり、中性子を 
機器の外に逃がしやすくすることで、 
臨界の発生の防止を図っています。 
 

＜主な対策＞ 
・形 状 寸 法 管 理：ウラン、プルトニウムを取り扱う 
            機器を小さくしたり、溶液を内蔵 
            する部分を薄くすることで中性子 
            を機器の外に逃がします。 
・濃度管理、質量管理：核分裂を起こすウラン、プルトニ 
            ウムの量（重さや溶液の濃さ）を 
            制限します。 
・中性子吸収材管理：中性子を吸収しやすい物質（ホウ素 
            など）をタンクの材料に加えること 

により、中性子を取り除きます。 
 
 
・臨界警報装置により、臨界事故の発生を直ちに検知し、作業者に対し臨界の発生

を知らせ、速やかに退避をうながすとともに、外部から臨界が発生した区域への

接近を防止することによって、作業者の被ばくを最小限に抑えます。 
・臨界管理上重要な施設においては、仮に臨界が発生したとしても、中性子吸収材

（硝酸ガドリニウム）の注入により、速やかに未臨界にする（核分裂連鎖反応を

止める）措置を講じることができます。 
・厚いコンクリート（１メートル前後）の壁により、放射線を遮へいし、一般公衆、

作業員の被ばくを最小限に抑えます。 
 
 

臨界：ウランやプルトニウムの原子核に

中性子があたると核分裂を起こし、その

際に飛び出す中性子がまた近くの原子

核にあたり、次の核分裂が起きます。臨

界とは、このように、次々と核分裂反応

が続く状態（連鎖反応）をいいます。 

そ れ で も 、発 生 し た と 仮 定 し た 場 合 の 影 響 緩 和 策 
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臨  界  対  策 ２

③ 影響緩和 

ステンレス 
プルトニウム溶液 コンクリート 

【形状寸法管理の例（環状タンク等）】 

溶液を内蔵する

部分を薄くする 

  
運転・保修員   
の資質向上   

再処理工場の   安全性 
  

品質管理   
点検検査   

①  異常の発生の   防止   
②  異常の波及、拡大  

 
  

の抑制 

  

   

  

 

  
  

 

   
仮に異常が 

  
  
  
  
  

発生したとしても 

異常を早期に 
  検知する装置 
  

装置 
  セル 
  建屋 
  

自動的に 
  停止する装置   

フィルタ 
  

異常が拡大して 
  事故に至ると仮定 

 
  止める 

  

フェイル   
セーフ   

（安全側へ作動） 
  

余裕の   
ある 

  

安全設計   
（耐震設計、 

  遮へい設計）   

 
取り除く

   
閉じ込める   

  多重防護の設計 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２－１．安全設計の考え方 

・放射性物質を取り扱う機器や配管は、腐食しにくいステンレス鋼やジルコニウムなどの材料

を使用しています。 

・放射性溶液を取り扱う配管は、原則、継ぎ手（フランジ）構造ではなく溶接構造にするなど

漏えいしにくい設計としています。 

 
 
・プルトニウムや高レベル放射性廃液を取り扱う機器や配管は、床面をステンレス鋼で内張り

した厚い頑丈な鉄筋コンクリートの壁（１メートル前後）に囲まれた小部屋（セル）に設置

しています。 

・ 万一の漏えいに備え、漏えい検知装置、漏えい液回収設備を設置しています。 

 

 

・建物内部の気圧を「建物」、「小部屋（セル）」、「装置」の順に低くし、気体状の放射性物質

を建物の内側に閉じ込めます。 

・「建物」、「小部屋（セル）」、「装置」内の空気は、フィルタ（排気処理系）を通して主排気筒

から放出します。 

そ れ で も、 発 生 し た と 仮 定 し た 場 合 の 拡 大 防 止 策 

そ れ で も、 発 生 し た と 仮 定 し た 場 合 の 影 響 緩 和 策 
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二 重 床

ステンレス鋼の内張り

鉄筋コンクリート

外気

建物

気　圧

高

（大気圧）

低

（負圧）

給気系

１メートル前後

建屋換気

装置

放射能を含む溶液

小部屋（セル）

排気処理系

漏えい液受け皿

(ｽ ﾃ ﾝ ﾚ ｽ鋼内張り)

建物（鉄筋コンクリート）

外気

気　圧

高

低

（負圧）

気　圧

高
（大気圧）

低

（負圧）

給気系

排気

貯槽

小部屋（セル）

漏えい

検知装置

ｽﾁ ｰ ﾑ ｼ ﾞ ｪ ｯ ﾄ

ﾎ ﾟ ﾝ ﾌ ﾟ

給気 排気

排気筒

他のタンク

へ回収

建屋排気系

フィルタ

セル排気系

フィルタ

塔槽類廃ガス

処理系フィルタ

１メートル前後 

再処理工場では、火災・爆発が発生する条件（燃えるものがあること、空気（酸素）

があること、火（着火源）があること）を取り除くことで火災・爆発の発生防止を

図っています。 
・重要な設備には、不燃性または難燃性材料を使用しています。 

・静電気が発生するおそれのある機器は、接地（アース）しています。 

・油を取り扱う機器は、温度を適切に管理します。 

・小部屋(セル)内に油が漏えいした場合には、漏えいを検知して直ちに回収します。

・タンクの中に水素ガスが貯まらないよう空気を流して、水素ガスを追い出します。

 
 
・万一の火災に備えて、火災検出装置、消火設備を設置しています。 

・適切に設置された耐火壁により、延焼を防止します。 

 
 
・機器または小部屋（セル）内を負圧に維持して、放射性物質を小部屋（セル）の

内側に閉じ込めます。 
・機器または小部屋（セル）内の空気は、フィルタ（排気処理系）を通し、できる

限り除去した後、主排気筒から放出します。 

フィルタ

排風機

（例）

①発生防止対策

②拡大防止対策

③影響緩和対策

① 接地（着火源の排除）

抽出塔

（①ステンレス鋼）

①漏えい検知装置

①回収ポンプ

漏えい液受皿

主 排 気 筒

③建屋排気系

③セル排気系

塔槽類廃ガス処理設備

建　　屋

回収先

②炭酸ガス
消火設備

②火災検出装置
②逆止弁

および

　防火弁

フィルタ

排風機

（例）

①発生防止対策

②拡大防止対策

③影響緩和対策

フィルタ

排風機

（例）

①発生防止対策

②拡大防止対策

③影響緩和対策

① 接地（着火源の排除）

抽出塔

（①ステンレス鋼）

①漏えい検知装置

①回収ポンプ

①漏えい液受皿

主 排 気 筒

③建屋排気系

③セル排気系

塔槽類廃ガス処理設備

建　　屋

回収先

②炭酸ガス
消火設備

②火災検出装置
②逆止弁

および

　防火弁

小部屋（セル )

 
 

火 災 ・ 爆 発 の 対 策 ４

そ れ で も、 発 生 し た と 仮 定 し た 場 合 の 拡 大 防 止 策

そ れ で も、 発 生 し た と 仮 定 し た 場 合 の 影 響 緩 和 策

主排気筒 

漏 え い 対 策 ３

主排気筒 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・独立した異なる送電線Ａおよび送電線Ｂから必要な電力を受電します。 
・万一の送電線事故による停電（送電線Ａも送電線Ｂも同時に停電）に備えて、非

常用ディーゼル発電機（２台）を設け、停電時にも確実に安全上重要な施設へ電

力を供給し、その機能を確保します。 

電源喪失 ５
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２－１．安全設計の考え方 

・敷地内の地盤や敷地周辺の活断層については、綿密な調査を実施しています。 

・重要な建物は、岩盤（第三紀鷹架層（約2350万年前～約530万年前の地層））に直接設

置しています。 

・建物や設備は、地震が発生しても周辺に影響をおよぼす事故を引き起こさないように、

十分な耐震設計を行っています。 

電力会社 

各機器 

安全上重要 
な施設 

安全上重要 
な施設 

非常用ディーゼル 
発電機Ａ 

送 
電 
線 
Ａ 

送 
電 
線 
Ｂ 

非常用ディーゼル 
発電機Ｂ 

再処理工場は、三沢空港、民間定期航空路および三沢対地射爆撃訓練区域から離れており、また、

航空機は原則として施設上空を飛行しないよう規制されていることから、航空機が施設に墜落する可

能性は小さいと考えられます。 

しかし、三沢対地射爆撃訓練区域においては、多くの訓練飛行が行われていることから、万一、訓

練飛行中の航空機が施設へ墜落することも想定して、建屋の壁の厚さを約1.2mとするなど一般公衆に

著しい放射線被ばくを与えることがないような防護設計としています。 

 

使用済燃料、ガラス固化体を取り扱う設備は、

吊りワイヤを二重化、駆動電源の喪失時にも

落下させない機械的な保持装置（フェイルセ

ーフ）を採用しています。 

落 下 防 止 
使用済燃料、高レベル放射性廃液を取り扱う設

備で、崩壊熱により沸騰のおそれのある機器等

は、冷却系統を二重化するなど確実に冷却しま

す。 

崩 壊 熱 除 去 

小部屋（セル）の壁などは、厚い頑丈な鉄筋

コンクリートの壁（１メートル前後）や鉛板

等により、放射線を遮へいします。 

放 射 線 遮 へ い 
化学試薬（硝酸、TBP 等）・重油などを取り扱

う設備は、消防法等の関係法令に準拠するとと

もに、耐腐食性等を考慮した材料を用いていま

す。 

化 学 試 薬 等 

地 震 対 策 ６

航 空 機 墜 落 対 策 ７

そ の 他 の 対 策 ８



２－２．先行施設のトラブル等の反映 

 
 

原子力施設等の事故・故障等に係る事象の国際原子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ） １

 

 レベル 影響の範囲（３つの基準のうち最も高いレベルが当該事象の評価結果となる） 参考事例 

  基準１ 基準２ 基準３  
  所外への影響 所内への影響 深層防護の劣化  

７ 深刻な事故 
●放射性物質の重大な外部放出 
ヨウ素１３１等価で数万テラ（1012）ベクレル以上

の放射性物質の外部放出 

旧ソ連 チェルノブイリ発電所 
火災・爆発事故（1986年）（注） 

６ 大事故 
●放射性物質のかなりの外部放出 
ヨウ素１３１等価で数千から数万テラ（1012）ベク

レル相当の放射性物質の外部放出 

 
旧ソ連 キシュチム再処理施設

（軍事施設）爆発事故（1957年）

（注） 

５ 
所外へのリスク

を伴う事故 

● 放射性物質の限定的な外部放出 
ヨウ素１３１等価で数百から数千テラ（1012）ベク

レル相当の放射性物質の外部放出 
●施設の重大な損傷 

アメリカ ｽﾘｰﾏｲﾙｱｲﾗﾝﾄﾞ発電所 
放射性物質の異常放出 
（1979年）（注） 

４ 

所外への大きな

リスクを伴わな

い事故 

●放射性物質の少量の外部放出 
法定限度を超える程度（数ミリシーベルト）の公衆

被ばく 

●施設のかなりの損傷 
●従業員の致死量の被ばく 

 

JCO燃料加工工場臨界事故 
（1999年） 

３ 重大な異常事象 
●放射性物質の極めて少量の外部放出 
法定限度の１０分の１を超える程度（１０分の数ミ

リシーベルト）の公衆被ばく 

●所内の重大な放射性物質による汚染 

●急性の放射線障害を生じる従業員の被

ばく 

●深層防護の喪失 

旧動燃 再処理工場 
アスファルト火災・爆発事故 
（1997年） 

２ 異常事象 
●所内のかなりの放射性物質による汚染 
●法定の年間線量限度を超える従業員の

被ばく 

●深層防護のかなり

の劣化 

フランス 再処理工場 
所内電源装置喪失（1989 年）

（注） 

１ 逸脱 
 

 ●運転制限範囲から

の逸脱 

旧動燃 もんじゅ 
二次系ナトリウム漏えい 
（1995年） 

０ 尺度以下 安全上重要ではない事象  

評価対象外 安全性に関係しない事象   
※注記のトラブル事例は、INESが正式に適用される以前に発生したものであり、公式に評価されたものではありません。INESの基準で評価すればこのようになる 

だろうと推定したものです。 

トラブル等の影響度合い（重大性）は、国際原子力機関（IAEA）と経済協力開発機構の原子力機関（OECD/NEA）が策定した国際的に共通な評価尺度（INES）で評価されます。 

（
ア
ク
シ
デ
ン
ト
） 

事
故 

（
イ
ン
シ
デ
ン
ト
） 

異
常
な
事
象 

（
デ
ビ
エ
ー
シ
ョ
ン
）

尺
度
以
下 

6



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２－２．先行施設のトラブル等の反映 

 
 

（１） 基本設計段階において、設備および運転手順への反映について検

討が必要な先行再処理施設等でのトラブル等の情報約１００件を収

集・分析し、必要な事項の安全設計への反映を実施しました。その

安全設計の妥当性については、安全審査により国による安全性確認

（1992年 国による事業指定）がなされました。 

 

（２） 事業指定後に発生した、トムスク爆発事故、旧動燃アスファルト

火災・爆発事故、JCO 臨界事故については、同様の事故に対する防

止対策の再確認および追加措置の検討等を実施し、安全性を確認し

ました。 

 

（３） １９９０年以降は、COGEMA 社、旧 BNFL 社、旧核燃料サイクル開

発機構（JNC）と技術提携を行い、事故･トラブル情報、運転情報約

１５３０件を入手し、安全面はもとより、商業施設としての安定操

業の観点からも設備、運転手順への反映事項の整理・洗い出しを行

い、それらの事項の反映を行っています。 

 

先行施設におけるトラブル情報等の反映検討実績 ２

先行再処理施設等での主要な事故 
約１００件 

安全設計へ反映 

1993 年 
トムスク爆発事故 

1999 年 
ＪＣＯ臨界事故 

1997 年 
旧動燃アスファルト

その都度安全性確認実施 

先行施設の事故・トラブル・運転情報 約１５３０件 
  仏 ＵＰ３、ＵＰ２－８００ 
  英 ＴＨＯＲＰ 
  日 東海再処理施設 
     原子力発電所の廃棄物処理設備  等 

1950 年頃 1992 年 2004 年 
（事業指定） 

（年） 

設備面・運用手

約 ８ ５

設備・運転手順へ反映要 
約９００件 

反映検討 
六ヶ所再処理工場に該

当設備がないものなど

は、反映不要とした。 

1997年 

旧動燃アスファルト火災・爆発事故 

反映完了 約８８０件 
アクティブ試験開始までに 
必要な反映は全て終了 

今後反映 約２０件 
今後の試験結果も踏まえつつ、 

運転手順などに反映 
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２－２．先行施設のトラブル等の反映 

 
 

先行施設におけるトラブル等の国際原子力事象評価尺度（INES）レベル 0 以上の事象 ３

先行施設のトラブル等を分析すると、INES の評価対象外もしくは、規制当局への報告義務のない、ごく軽度な機器故障等であり、安全に影響をおよぼ

さないものが大半です。（なお、事象を評価する際の正確な国際的整合性を確保することが困難であることから、INESを各国間の安全達成状況の比較に

使用することはできません。） 

COGEMA社、旧BNFL社、旧核燃料サイクル開発機構から入手した 
トラブルや故障等の情報収集総件数：約１２００件 

 

 

 

 

 
 
 

対象期間：１９８９年～２００３年 

※ 左図は前述の入手情報約1530件のうち、 

COGEMA 社、旧 BNFL 社、旧 核燃料サイクル開発機構

の情報で、かつ、INESによる評価適用以降の情報をと

りまとめたものです。 

約１０６０件が
評価対象外又は
報告不要のごく
軽度な機器故障
等 

レベル０：68件 

レベル１：57件 

レベル２：9件 

レベル３：2件 

レベル４以上：0件 

INES レベル０以上の事象
は約１４０件 
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２－３．アクティブ試験の概要 
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これまでの試験運転等において、使用済燃料を使用するにあたっての安全対策、硝
酸・溶媒等の試薬およびウランを用いて確認できる機能について確認しました。 
アクティブ試験では、操業に向けて、再処理施設の最終的な機能確認として、核分

裂生成物の分離性能、ウランとプルトニウムの分配性能、環境への放出放射能量等を
実際の使用済燃料を用いて確認を行います。 

 

アクティブ試験の目的 １

  

使用済燃料の種類 体  数 質  量 
加圧水型軽水炉（ＰＷＲ）燃料 約４６０体 約２１０トンＵ 
沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ）燃料 約１２５０体 約２２０トンＵ 

 

アクティブ試験に用いる使用済燃料 ２

・使用する使用済燃料は、低燃焼度で長期冷却の燃料から処理し、段階的に燃焼度の
高いものにすることにより、取扱うプルトニウムや核分裂生成物を段階的に増加さ
せます。 

・使用済燃料の１日あたりの処理量を段階的に上げていきます。 
・分離建屋で受入れた溶解液を予め用意したウラン溶液により希釈し、その希釈率を
段階的に小さくします。 

・「施設の安全機能及び機器、設備の性能の確認」、「工場全体の安全機能及び運転機能

の確認」の段階に入る前に、ホールドポイントを設け､安全性を事前に評価します。

アクティブ試験の進め方 ３

・アクティブ試験においては、ウラン試験までの化学的、熱的制限値（火災・爆発の
防止に係る制限）の管理に加え、核的制限値（臨界の防止に係る制限）に係るイン
ターロックや警報機能の確保、核的制限値が設定されている溶液の移送操作に係る
施錠管理など、試験を安全に実施するためのルールを遵守し、事故防止を図ります。 

・閉じ込め性を確保するため、セル閉止等の処置を施し、操業状態と同じ状態で試験
を実施します。 

・崩壊熱除去機能が維持されていることを確認するため、安全冷却水流量、高レベル
廃液貯槽内温度等を監視します。 

安全対策 ４

・ ウラン試験時においては、放射性物質の放出はなく、全て検出下限値未満でした。 
・ アクティブ試験では、使用済燃料のせん断・溶解等を行い、核分裂生成物やプルト

ニウムなどを分離します。これにともない、工場からは微量の放射性物質が放出さ

れるため、ウラン試験までの測定項目（アルファ線放出核種）に加え、クリプトン

－８５、トリチウム、炭素－１４、ヨウ素－１２９、ヨウ素－１３１等に対する測

定を実施し、適切に管理を行います。 

放射性廃棄物の放出管理 ５

 アクティブ試験では、ウラン試験までとは異なりプルトニウムを取り扱うことから、

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）が常駐して、査察が行われます。 
 

核物質管理 ６



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

大気放出 海洋放出 

 合 計 
年間約０．０２２ 
ミリシーベルト

農
畜
産
物 

を
食
べ
て 

海
産
物 

を
食
べ
て 

漁
業
活
動
な
ど 

＊１＊２ 
＊２ ＊３ 

・呼
吸
に
よ
り 

空
気
・地
面
か
ら 

再処理工場からの放射性物質の放出と管理について（１／２） 

２－３．アクティブ試験の概要 別紙（１／２） 
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再処理工場からの排気や排水については、国内外の最良の技術にて可

能な限り放射性物質を除去します。その後、排気筒や海洋放出管から

放出され、大気や海水で十分に拡散・希釈されます。 

再処理工場から放出される放射性物質による周辺の住民への影響

は、最大でも、約０．０２２ミリシーベルト（１年間に受ける放射

線の量）で、法律で定められている公衆の線量限度（年間１ミリシ

ーベルト（注１））を大きく下回ります。 

再処理工場からの放出による影響(年間約０.０２２ミリシーベルト)は､“＊１最

大地点に毎日居続け”､“＊２工場周辺でとれる農畜産物や海産物を毎日食べる”､

更に“＊３ほぼ毎日漁業を営む”といった､様々な仮定を同一人物が受ける影響

として足し合わせて評価されています。 

（注１）法律で定められている公衆の線量限度（年間１ミリシーベルト）は、国際放

射線防護委員会（ＩＣＲＰ）により、住民の安全確保を目的とし勧告されている

値で、世界各国の基準として採用されています。 

  

 

海海洋洋放放出出にによよりり  
年年間間約約  ００．．００００３３１１  ミミリリシシーーベベルルトト  

トトリリチチウウムム  
（約 0.0016 mSv）

よようう素素１１３３１１  
（約 0.00039 mSv）  

そそのの他他  
（約 0.0007 mSv）  

大大気気放放出出にによよりり  
年年間間約約  ００．．００１１９９  ミミリリシシーーベベルルトト  

炭炭素素１１４４  
（約 0.0077 mSv）  

そそのの他他  
（約 0.0033 mSv）  

ククリリププトトンン８８５５  
（約 0.0053 mSv）  

トトリリチチウウムム  
（約 0.0028 mSv）  

よようう素素１１２２９９  
（約 0.00032 mSv）  

自
然
放
射
線
の
地
域
差 

再処理工場から放出される放射性物質と自然放射線との比較 ２再処理工場から放出される放射性物質について １

 0.99 以下 

1.00～1.09 

1.10 以上 

（ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/年） 

宇宙、大地からの放射線と食物摂

取によって受ける放射線の量（ラド

ンなどの吸入によるものを除く） 

青森県：0.86 
岐阜県：1.19（一番高い） 

神奈川県：0.81（一番低い）

 

 
 

宇宙から 
 ０．４ 

大地から 
 ０．５ 

食べ物から 
 ０．３ 

呼吸により 
 １．２ 

自然界から受ける放射線 
（ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ／年） 

0 

放
射
線
に
よ
る
影
響 

再処理 

工場 

自然 

放射線 

国内の 

地域差 

0.２ 

0.４ 

２.４ 

２.６ 

0.４ 

２.４

0.０２２

ミリシーベルト／年 

 
自然放射線の地域差 

に比べて小さい 

放
射
線
に
よ
る
影
響 

自然放射線の地域差に比べて小さい 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

再処理工場からの放射性物質の放出と管理について（２／２） 
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・再処理工場からの排気･排水については､放出する時の安全確認はも
ちろん､放出後についても環境への影響を確認しています。その結果
は､専門家などにより評価・審議され､公表されます。 

液体 

一時貯蔵タンク 

減容固化 

ガラス固化 ガラス固化体貯蔵施設 

低レベル放射性廃棄物貯蔵施設 

海洋へ放出 

安全確認 

蒸
発
缶 

よう素 
フィルタ 

高性能粒子 
フィルタ 

気体 

放射能の測定 

沖合い約３ｋｍ 
水深約４４ｍ 
 

高さ約１５０ｍ

放射性物質の除去 

 工場周辺の放射線の値が変動する場合の例 

 

 

 【降雨・降雪】 

洗い落とされた         

天然の放射性物質で放射線量が

一時的に上昇します 

【再処理工場操業】 

放出されたクリプトン８５ 

により、放射線量が一時的に上昇することが

あります。その量は監視・評価します

【積雪】 大地からの自然放射線が雪で遮ら

れ放射線量が減少します 

1000

100

10

1

線量率 

単位：nGy/h 

（ナノグレイ/時） 

 六ヶ所再処理工場 

操業時の放射線量 

変動イメージ 

 【通常】 大地からの自然放射線が

常に観測されています 

再処理工場の操業だけでなく、自然放射線も測定しており、天気

によってもその値は変動します。 

モニタリング 
ステーション 

畜産物の採取 
牛乳       

牧草等 

農作物の採取 
 ハクサイ 
 米 
 ダイコン等 

湖の水、湖底土の 
採取 

土の採取 

モニタリングカー 

２－３．アクティブ試験の概要 別紙（２／２） 

安全確認

排気筒 

銀系吸着材 

高
レ
ベ
ル 

低
レ
ベ
ル 

蒸
発
缶 

蒸
留
水 濃縮液 

濃縮液 

蒸留水 

再処理工場からの放出に係る管理について ３

放射性物質の除去 

（１）放出時のモニタリング 

再処理工場から放出する時には、排気や排水中の放射能を監視・測定します。 

（２）環境のモニタリング 

再処理工場から放出後は･･･ 
★ 工場周辺の飲料水や農畜産物､海産物などを定期的に採取･分析し､放射能を測定します。 

★ モニタリングステーションやモニタリングポストでその場所の放射線を連続監視します。 

（３）評価・審議、公開 

モニタリングの結果については、国や青森県の委員会において専門家や学識経験者により、施設周辺

の住民の健康と安全が確保されているかなどについて評価・審議され、その結果は公表されます。 

モニタリング 
ステーション 

畜産物の採取 
牛乳       

牧草等 

農作物の採取 
 ハクサイ 
 米 
 ダイコン等 

湖の水、湖底土の 

土の採取 

モニタリングカー 

海産物の採取 
ヒラメ 

コンブ等 
（漁業協同組合から購入） 海水、海底土の採取 
（漁業協同組合から購入） 

モニタリング 
ステーション 

河川の水、 
河底土の採取 

放射能の監視 
農作物の採取 
ハクサイ 
米 
ダイコン等 

 
土の採取 

湖の水、湖底土の採取 

海産物の採取 
ヒラメ 
コンブ等 
（漁業協同組合から購入） 海水、海底土の採取 

畜産物の採取 
牛乳      
牧草等 

 
モニタリングカー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜機械動作不良の例＞ 
せん断機における燃料集合体のせん断片の噛み込み 

 

固 定 刃

燃 料 集 合 体

噛 み 込 み 発 生

せ ん 断 刃

せ ん 断 刃

固 定 刃

燃 料 集 合 体

固 定 刃

燃 料 集 合 体

噛 み 込 み 発 生

せ ん 断 刃

せ ん 断 刃

固 定 刃

燃 料 集 合 体

 
＜漏えいの例＞ 
配管継手部からの低レベル放射性廃液の漏えい 

ガスケット

ポンプポンプ

（パッキンのようなもの）

 

トラブル事例の一例 

トラブル等事例集の概要 

・ 再処理工場においては、安全に関する取り組みにより事故の発生防止を図っています。 

・ しかしながら、再処理工場は規模の大きな化学工場とも位置付けられること、数多くの機器や設備があることから、軽度な漏え

いや軽微な機器故障等が発生する可能性はあると考えています。また、アクティブ試験以降は使用済燃料を取り扱うことから、

析出物や異物による配管の詰まりが発生しやすくなること、また長期的には腐食による故障等が発生することも想定されます。

・ これらは、基本的に通常の運転、保守により対処できるものですが、その内容から、安全性に重大な影響をおよぼすような進展

性がないこと、復旧時の対応方法等について、事前に皆さまにご理解いただけるよう、先行施設の情報を参考に、トラブル等の

対応事例集として「再処理工場のアクティブ試験時に発生が予想されるトラブル等とその対応事例集」を取りまとめました。 

・ なお、本事例集に記載の事例について、IAEAの国際評価尺度（INES）を参考に、「所外への影響」および「所内への影響」を当

社で便宜的に評価した結果、いずれも特段の影響がない事象です。 

再処理工場で発生が予想されるトラブル等の事例集作成について 

①事例作成の範囲   ・操業中も含め、先行施設で発生したトラブル等の情報を参考として、再処理工場で発生が予想されるせ

ん断機の刃の損傷や配管の詰まり等、発生を避けることが困難な軽微な機器故障や補修作業等について

の事例を作成 
 
②事例の分類     ・事例を「詰まり・堆積」、「漏えい」、「機械動作不良」、「計測・制御系の不良」、「電源系の異常」、「汚染」、

「破損」、「火災」、「その他」の９つに分類 
 
③事例集の形式     ・１件１葉のシートに概念図と事象の概要を記載 

・事象による影響とその復旧方法、公表区分、事象の軽重を示す情報区分を記載 

３．トラブル等とその対応事例集の作成方針 

再処理工場で予想される代表例

について事例集を作成 

臨界、爆発等の事故 

発生の防止、万一発生しても工場外へ影響を与えないよ

う何重もの安全対策を実施 

軽微な機器故障等、機器の洗浄作業や補修作業 

再処理工場は化学工場であること、数多くの機器類がある

ことから発生の可能性あり 

安全評価にて、いくつかの機器の故

障を仮定した事故を想定しても、工

場外へ影響のないことを確認 
（国の安全審査でも確認済み） 
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３－１．トラブル等に伴う設備への影響範囲 

運転系列を切り替えて復旧 ２ 
予備機を有する機器が故障した場合、予備機に切り替え

て、運転を継続し、故障した機器を復旧 

  

待機→運転 

運転を継続しながら復旧 １ 
当該機器の運転を継続しながら、清掃や調整等により復

旧 

機器 タンク 機器 タンク 

設備Ⅱ 設備Ⅰ 

×

付属設備の故
障・不調等 
（機能低下等） 

運転継続 

当該機器を停止して復旧 ３ 
当該機器のみを停止し、その前後の機器の運転を継続し

ながら停止した機器を復旧 

運転継続 運転停止 

当該設備 

運転継続 

機器 機器 

前工程 次工程 

当該設備を停止して復旧 ４ 
故障した機器を設置する当該設備を停止し、その前後の

設備の運転を継続しながら故障した機器を復旧 

設備Ⅲ 設備Ⅰ 設備Ⅱ 

機器 タンク 機器 タンク 機器 タンク 

 

運転継続 運転停止 運転継続 

影響の範囲の設備を停止して復旧 ５ 
故障した機器の影響を受ける全ての設備を停止して、故

障した機器を復旧。 

設備Ⅲ 設備Ⅰ 設備Ⅱ 

機器 タンク 機器 タンク 機器 タンク 

 

影響の範囲の設備を停止 

※ 本事例集では、通常の処理運転または保守作業等を行っている状態を基

本に設備への影響範囲を記載しています。従って、本事例集に記載した

トラブル等が、機能を確認することを目的とした試験運転中に発生し、

試験状態が通常の挙動から外れるおそれがある場合には、当該設備の試

験運転を一旦停止するなど適切に対応することとしています。 

 再処理工場でトラブル等が発生した場合には、設備構成およびトラブル等の程度によって、設備への影響範囲が異なるため、当該設備や他の設備を停止して復旧作業を行う場合、

運転を継続しつつ復旧作業を行う場合等があります。 
 設備への影響範囲については、以下の５つのケースが考えられますが、いずれの場合も安全を確保しながら社内手順に基づき復旧します。 
  

機器 

機器 

タンク タンク 

機器 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な考え方 

４．トラブル等の情報区分に関する基本的な考え方 

情報区分・公表区分 
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当社は、今後発生が予想される軽微な機器故障等について

も、一つ一つ対応し、今後の操業運転に向けて、設備、運転

手順等、改善を図っていきます。 
トラブル等が発生した際の公表の考え方および関係機関

への連絡体制等について、４－１、４－２にまとめました。 
また、トラブル等の情報については、事象の軽重に応じて

情報区分を整理し、軽微な機器故障等も含めて広く一般の皆

さまに公表します。 

・トラブル等対応事例集を青森市の「日本原燃サイクル情報

センター」や「六ケ所原燃ＰＲセンター」等に配置し、あ

わせてホームページにも掲載しています。 

・トラブル等の情報についても、当社ホームページに掲載す

るとともに、「日本原燃サイクル情報センター」等に、資

料やパソコンを設置し、当社ホームページに掲載した情報

を閲覧できるようにしています。 

・皆さまからのご意見、ご質問をいただくために設置した 

ホームページのご意見箱や電話でいただいたご質問等には、

分かりやすく回答するとともに、その内容をホームページへ

掲載します。 

情報区分 

 

Ｂ情報 

Ａ情報 

Ｃ情報 

使用済燃料の再処理の事業に関する規則第 21

条に基づく報告対象事象、社会的影響の出るお

それのある事象 

緊急性はないが、上記に準じる事象 

事象の進展等により A 情報となるおそれのあ

るもの 

夜間・休祭日を問わず速やかにプ

レス公表（ホームページにもプレ

スリリースとして掲載） 

原則として同上だが事象発生が

夜間の場合には原則として翌朝

にプレス公表 

原則として翌日の午後にホーム

ページに掲載（ただし、翌日が休

祭日の場合には翌勤務日に掲載）

軽度な不具合等で、特にお知らせするもの 同上 

運転情報・日報 

運転情報・月報 

通常の試験・運転時に発生するごく軽度な機器

故障等 

・正常な操作及び保修が行われても再発を完全

に防止できないような詰まり、機器停止等 

・不適合件名、主な保守･補修作業等 

翌日のホームページに掲載（翌日が

休祭日の場合には翌勤務日に掲載）

毎月集約してホームページに 

掲載 

そ
の
他 

※ プレス公表した資料は、ホームページに掲載。 
 

公表区分※ 



 

 

＜トラブル情報＞ 

公表区分＜ 情 報 区 分 ＞  事  象  例  
 
正規の排気口以外からの放出 

 

 

● 夜間・休祭日を問わず、速やかにプレス公表（ホームペ

ージにもプレスリリースとして掲載） 

 

 

                            

＜Ａ情報＞ 

 

例） 

法律などで国への報告が定められてい

る事象 

 
5mSvを超える外部被ばく 

 

 

例） 

傷口汚染による医療上の措置 

 

 

 

 

傷口に汚染             医療処置 

 

 

●原則として同上だが事象発見が夜間の場合には原則とし

て翌朝にプレス公表 
                                      

＜Ａ情報＞ 

 

 

例） 

１００リットル以上の放射性物質の漏

えい 

放射性物質を含む配管（建屋内） 

 

 

 

例） 

放射性物質の摂取による内部被ばく 

 

 

●原則として翌日の午後にホームページに掲載（ただし、翌

日が休祭日の場合には、翌勤務日に掲載） 

 

＜Ｂ情報＞ 

 

例） 

１リットル以上１００リットル未満の

放射性物質の漏えい 

放射性物質を含む配管（建屋内） 
 

 

 

例） 

落雷による停電（再処理工場内に設置し

ている非常用電源により、工場の必要な

電源は確保） 

 

  

 

●同上 

 

 

＜Ｃ情報＞ 
 

 

例） 

モニタリングポスト１台が故障したと

き 

 

 

 

 

例） 

放射性物質による作業員の軽度な汚染

（手洗い等、簡易な処置で除染できた場

合） 

 

＜運転情報＞ 
 

●翌日のホームページに掲載（翌日が休祭日の場合には翌勤

務日に掲載） 

 

 

＜運転情報＞ 

 

例） 

詰まりによる故障（洗浄では詰まりを

除去できずに補修を実施） 

 

 

 

例） 

せん断片の噛み込みによりせん断設備

が故障（せん断刃の前後動作では復旧で

きず、補修を実施） 

 

 

●毎月集約してホームページに掲載 

 

 

＜運転情報＞ 

 

例） 

保守・補修作業の情報 

 

放射性物質除去用フィルタの交換 

 

 

例） 

グローブボックスでの作業中のゴム手

袋、作業衣の汚染等 

 
 

４－１． トラブル等の情報区分の考え方 

  

 皮膚が汚染 
手洗い除染できた 
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社内対応会議 

４－２． トラブルの連絡および公表体制 

情報共有 
相互支援 

・青森県政記者会 
・三沢記者会 
・エネルギー記者会 
・経済産業記者会社会部分室 

広報部門（広報部長 他） 
・プレス公表文の作成 
・公表時刻の決定 他 

技術部門（技術部長 他） 
・現場の情報収集 
・事象収束作業 
・社外説明資料の作成 他 

事業部長のプレス公表決定＊ 

・青森報道対応者 
・六ヶ所報道対応者 
・東京報道対応者 

プレス公表 資料提出 

・青森行政対応者 
・六ヶ所行政対応者 
・東京行政対応者 

・国 
・青森県 
・六ヶ所村 
・隣接５市町村 他 

六ヶ所消防署 

発見者 
当直長 

統括当直長 

連絡者 

連絡者 

連絡者 ・経済産業省 原子力防災課 
・経済産業省 原子力保安検査官事務所 他 

・青森県 原子力安全対策課 
・六ヶ所村 防災環境課 
・青森県 原子力センター 安全監視課 他 

トラブル等の対応関係者 
・関係部課長 
・広報部長 他 

社長 事業部長 

・経済産業省 青森事務所 
・経済産業省 青森事務所 六ヶ所連絡室 
・隣接５市町村 
・野辺地警察署尾駮交番、むつ労働基準監督署 他 
（発生事象により連絡） 

担当課長 他 

連絡 
 

連絡 

連絡 
 

連絡（火災の場合） 
 

工場長 

プレス公表の場合 
 

連絡 
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＊プレス公表の決定にあたっては、広報・地域

交流室担任と相談する。 



 

 

１．発生した不適合等について、不適合等処理票を起票（原因究明、再発防止を含めた是正処置、水平展開等の検討）。 

２．処置方針、水平展開内容等の妥当性を確認するとともに、不適合等の重要度※1を審査。 

３．不適合等の重要度に応じて社内の承認手続きを行うとともに、他設備においても同種の問題が無いか確認し、必要に応じて水平展開を実施。また、処置（補修工事等）にあたって、

許認可手続きが必要な場合は、必要な手続きを行う。 

４．決定した処置方針に従い再発防止対策等を講じる。 

別紙１ 不適合等管理 

 仕様や機能など所定の要求を満たしていないため、是正処置が必要な事項（不適合事項）または操作性向上、先行施設のトラブルの反映等改善・予防処置が必要な事項（改善事項）を

識別し管理・是正するとともに、更なる改善を図る仕組みである。当社では、発生した不適合等に対し、適切に対応し、類似の事象の再発防止に努めている。 

不適合等管理とは １

不適合等管理の進め方 ２

※1不適合等の重要度は以下の3段階に分類する 

  ①安全上重要な施設の安全機能に係る不適合等  ②その他の安全性に関係する機能に係る不適合等  ③安全性に関係する機能に係らない不適合等 

※2安全上重要な施設の安全機能に係る不適合等の処置は事業部長が承認、その他の安全性に関係する機能に係る不適合等の処置は工場長が承認する。 

※3処置にあたって許認可手続きを必要とする場合は、必要な手続きを実施した後に処置する。 

発  生 処 置 方 針 決 定 処 置 完 了 

不適合等発生 
原因調査、応急処置実施 

不適合等処理票起票 
原因究明、再発防止を含めた是

正処置の水平展開の検討、不適

合等の重要度の分類 

処置方針等の承認手続きの実施 
・不適合等の重要度に応じた承認手続きを実施 

安全上重要な施設の安全機能に

係る不適合等 
核燃料取扱主任者及び保安に関する社

内会議による審査 

その他の安全性に関係する機能

に係る不適合等 
核燃料取扱主任者による審査 

安全性に関係する機能に係らな

い不適合等 

処置内容の確

認・審査 
品質管理部門によ

る対策、水平展開

等の実施結果の確

認。安全上重要な

施設の安全機能に

係る不適合等の場

合は、これに加え

て核燃料取扱主任

者、保安監査部門

による審査を実施 

処置完了 
の承認※２ 

類似の事象の再発防止 

処置内容・水平展開・再

発防止策等の妥当性確認 

許認可手続き要否の確認 

処置※３ 
再発防止を

含めた是正

処置の実施 

 トラブル等が発生し、その事象が品質管理上の「不適合等」に該当する場合は、以下の流れに基づき適切に処理する。 
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処置方針の

承認※２ 


